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本号ではまず足元の中国マクロ経済の状況について 7-9 月期の結果について分析します。次に中国の産業政策
の直近の動向として、製造業主要分野における安定成⾧対策について解説いたします。また、中国『会社法』三審
案の改正ポイントと実務対応について、最後に、前号に続き中国企業との合弁期限到来時の対応について連載の
3 回目としてケーススタディによる分析いたします。 

この月刊「チャイナビジネスマンスリー」シリーズでは、引き続き中国ビジネスに関わる皆様にとってご関心の高いトピッ 
クスをみずほがキュレーター役となってお届けして参ります。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 
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2023 年 11 月  

《チャイナビジネスにおける直近の主要トピックス》 

 
 

中 国 営 業 推 進 部  
(インフォライン)  

【政治・外交等】 【経済・金融】 【社会・その他】

キ
ー

ワ
ー

ド

集

団

学

習

・新時代中国特色社会主義思想学習

　　               (第20期第4回2023/3)

・マルクス主義の中国化・時代化の新境界

の開拓 　　(第20期第6回2023/6)

・軍事管理の全面的強化

　　　　　(第20期第7回2023/7)

・新たな発展構造の構築　　(第20期第2回2023/1)

・基礎研究の強化　　　　　(第20期第3回2023/2)

・WTO改革への積極的参加、高度な対外開放のコントロー

ル能力の向上　　　　　(第20期第8回2023/9)

・教育強国建設の加速  (第20期第5回2023/5)

パ

ブ

コ

メ

・食糧安全保障法(23/6/28～7/27) ・金融安定法　　　　　　　　(22/12/30～23/1/28)

・増値税法(第2回目草案)　　(23/9/1～9/30)

・会社法(第3回目修正草案)　(23/9/1～9/30)

・商標法改正草案　　 　　　(23/1/13～2/27)

・刑法修正案(十二)          (23/7/26～8/24)

・入学前教育法                 (23/9/1～9/30)

・治安管理処罰法　　　　(23/9/1～9/30)

・データの越境移転の規範と促進(9/28～10/15)

※1  集団学習：対外公表されている中国共産党中央政治局による集団学習会の主なテーマを記載（2023/1以降）

※2  パ ブ コ メ  ：対外公表されている政府各部局から草案等に対する意見募集（パブリックコメント）の主なものを記載(2022/12以降)

・企業中長期外債審査登記管理弁法       (23/1/5)

・企業中長期外債借入の審査登記手続指南 (23/2/9)

・IPO登録管理弁法                               (23/2/17)

・独占合意の禁止に関する規定               (23/3/10)

・経営者集中審査規定                          (23/3/10)

・民営経済の発展促進に関する意見　(23/7/14)

・民営経済の発展促進に関する若干措置(23/7/28)

・消費の回復と拡大措置に関する通知(23/7/31)

・外資投資環境の更なる改善及び外資投資の誘致の強化

に関する意見　                             　(23/8/13)

・事業者集中コンプライアンスガイドライン (23/9/5)

・福建省に台湾融和発展モデル区の設立意見(23/9/12)

・上海市に「ECシルクロード」協力先行区の設立に対する国

務院の回答(23/10/23)

・個人情報越境標準契約弁法        (23/2/22)

・個人情報越境移転標準契約届出ガイドライン

(23/5/30)

・生成AIサービス管理弁法(7/10公布、8/15施行)

・知的財産権の法律執行の強化の意見(23/8/8)

・個人住宅ローン政策の調整改善(23/8/31)

・既存1軒目個人住宅の住宅ローン金利の減軽

　　　　　　　　　　　　　　(23/8/31)

・改正行政複審法(23/9/1公布、24/1/1施行)

・改正民事訴訟法(23/9/1公布、24/1/1施行)

・未成年者インタネット保護条例(23/10/24)

・海洋環境法(23/10/24公布、24/1/1施行)

・愛国教育法(23/10/24公布、24/1/1施行)

・2024年一部の休祝日スケジュール(23/10/25)

主

な

公

表

済

政

策

等

・中国共産党定款　   　 (22/10/22)

・国務院機構改革方案　  (23/3/10)

・立法法                   　   (23/3/13)

・党と国家機構の改革方案

　　　　　　　　　　    (23/3/16)

・国務院工作規則　　　  (23/3/18)

・徴兵工作条例            　(23/4/12)

・反スパイ法　(4/27公布・7/1施行)

・対外関係法　(6/28公布・7/1施行)

・領事保護と協力条例    (23/6/29)

・幹部が知るべき、把握すべき党内規制

及び国家法律リスト制度の構築

　　　　　　　　　　(23/8/2)

・外国国家免除法         (23/9/1)

ウクライナ問題、米中関係、日中関係（対外経済環境）

マクロ経済

・共同富裕 ・不動産問題 ・独禁法/プラットフォーマー規制 ・半導体 ・インバウンド

・法治化 ・人口・高齢化 ・医療・ヘルスケア ・ESG             ・一帯一路

サイバーセキュリティ法・データ安全法・個人情報保護法

・RCEP/CPTPP ・人民元国際化 ・ODI・FDI

・エネルギー ・標準化推進 ・新型工業化

・資本市場 ・生成AI ・環境規制

・コーポレートガバナンス ・イノベーション / ５G / ブロックチェーン / 自動車 / 電池

・税制改革 ・事業再編 ・知財保護

※1

※2

サステナ/SDGs（CO2ピークアウトとカーボンニュートラル等）
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足元の中国経済動向           

7～9 月期 GDP は＋4.9 

  

 

みずほ銀行(中国)有限公司 

中国アドバイザリー部 

主任エコノミスト 伊藤 秀樹 

E-mail：hideki.ito@mizuho-cb.com  

T e l ： +86-21-3855-8888 (Ext1177) 

 
 
 
 
 
 
 

【 要約 】 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

2023年の成長率目標の達成はほぼ確実に 

2023年 7～9月期の実質 GDP成長率は、前年同期比＋4.9％と前期（4～6月期）（同＋6.3％）より鈍

化したが、前期比で見れば加速した（同＋0.5％→同＋1.3％）（図表 1、2）。2023 年 4～6 月期は、前

年同時期の新型コロナウイルスによる停滞期の反動増が含まれることから、2023 年 7～9 月期におけ

る景気の実勢は「加速」という評価が適切だろう。2023 年 1～9 月の実質 GDP 成長率は前年同期比＋

5.2％となり、前年 10～12 月期の低成長に起因するベース効果を踏まえれば、政府の掲げる今年の目

標（5％前後）の達成は確実なものとなった。 

また、7～9月期の成長率は市場予想に対して上振れた（予想値：前年同期比＋4.4％、前期比＋1.0％）。

9 月の主要統計のなかで、市場コンセンサスを上回った小売売上高や輸出（米ドル建）が要因とみら

れる。以下では、これまで景気の足かせとなっていた小売売上高（消費活動）や不動産投資を中心に、

7～9月期の状況と先行きについて触れたい。なお、中国経済の指標は前年比で論じることが通常であ

るが、コロナ禍に見舞われた前年との比較では実態をとらえられない場合があり、前期比（前月比）

の動向も踏まえて考察する。 

 消費の先行きを左右する雇用・所得環境の改善は道半ば 

7～9月期における最終消費支出（前年比）の GDP成長率への寄与度は（4.9％のうち）4.6％ptを占

め貢献度が大きく（図表 1）、弊社の試算では前期比でも同様のことが言える。また、9 月の小売売上

高（前年同月比＋5.5％）は市場予想を上回った。ただし、小売売上高の季節調整済前月比（以下、前

月比）の推移をみると、4～6月期に比べて伸びは鈍化している（図表 3）。 

 2023年 7～9月期の実質 GDP成長率は前年同期比＋4.9％で着地した。景気の実勢を示す前期比

では、4～6月期に比べて「加速」しており、政府の掲げる 5％前後の成長率達成がほぼ確実と

なった。 

 これまで景気の足かせとなっていた小売（消費活動）に加え、工業生産、輸出に持ち直しの兆

しがみられたほか、低迷が続く不動産についても政策効果が一部の関連する指標に反映され始

めた。 

 ただし、これら「サイン」が示す持ち直しの持続性や力強さを補強する材料は、現時点で十分

とは言えず、景気の先行きについては楽観視できない。特に、10～12月期の経済指標は、前年

要因から実態以上に良好な数値が並ぶとみられ、今後は景気実態をより正確に見極めていくべ

き局面へ。 
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これは、財と飲食サービスに分解される小売売上高には飲食以外のサービス分野は含まれておらず、

旅行需要（宿泊・運輸等）をはじめとするサービス消費が寄与した可能性がある。また、最終消費支

出には、小売売上高が捉えられない政府支出が含まれることも考慮する必要がある※1。 

持ち直しがみられる消費活動の先行きについては、雇用・所得環境がポイントになろう。これらが

改善すれば、消費回復の本格化が現実味を帯びる。9 月の都市部調査失業率は 5.0％と 8 月（5.2％）

と比較して低下したが、製造業・非製造業 PMI（購買担当者景気指数）における雇用指数に改善はみら

れない（図表 4）。また、一人当たり可処分所得の伸び率も前年の低下幅を踏まえれば十分に持ち直し

ているとはいえず（図表 5）、10～12月期の消費については依然として楽観視はできないと考える。 

 

 いくつかの分野で景気持ち直しの兆しも持続性には 

 

 

                             
※1 このほか、最終消費支出は実質値である一方、小売売上高は名目値であるなど、GDPを構成する項目と月次の経済指標には異な

る点が複数ある。 

図表 1 実質 GDP 成長率（前年比） 図表 2 実質 GDP 成長率（前期比） 

  
（資料）中国国家統計局、CEIC （資料）中国国家統計局、CEIC 

図表 3 主要経済指標 図表 4 製造業・非製造業 PMI（雇用） 

 

 

（ 注 ）前月比をもとに 2021年 1月を 100として計算 

（資料）中国国家統計局、CEIC 

（資料）中国国家統計局、CEIC 
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固定資産投資については、前年同期比＋1.9％（7～9月期）（前期：同＋3.0％）と減速した。前期比 

の推移からは小幅に改善しているものの力強さにかける（図表 3）。項目別にみれば、不動産開発投資

はマイナス圏での推移が 2022年 3月以降継続しており、製造業とインフラ投資がけん引する構図は 

変わらない（図表 6）。 

 

足かせとなっている不動産については、7～9月の購入制限緩和をはじめとする各種てこ入れ策※2を

うけて、月次指標の一部で持ち直しの兆しがみられる（図表 7）。もちろん、不動産開発投資そのもの

は減少トレンドが続いており、仮に政策効果が持続したとしても投資が復調するにはなお時間を要す

るだろう。今般の緩和策の効果は 1・2級都市に限定されるとみられること※3、足元で高止まりする在

庫状況※4を考慮すれば、2024年の不動産投資も前年割れが続く可能性が高い。 

このほか、工業部門の生産活動は前年同期比＋4.2％（7～9月期）（前期：同＋4.5％）と概ね増勢を

維持した。前月比の推移でも同様の様子がうかがえる（図表 3）。図表 8の通り在庫調整が進み（生産

在庫バランスのマイナス幅が縮小）、9 月の輸出が前月比＋1.9％※5と 5 月以来減少が続いていた状況

から持ち直したことが寄与したとみられる（図表 9）。 

ここまで触れてきたように、停滞感が続いていた中国経済に複数の分野で持ち直しの兆しがみられ

る。ただし、消費回復のカギとなる雇用情勢のように、現時点ではその持続性や力強さを示す補強材

料が十分とは言い難く、筆者としては景気先行きを慎重にみるスタンスに変わりない。他方、足元の

10～12 月期については、4～6 月期と同様に前年の低成長をうけて、（前年比でみた場合）実態以上に

良好な経済指標が並ぶことが予想され、今後は景気実態をより正確に見極めていくべき局面になろう。 

 

 

                             
※2 詳細は、みずほ中国ビジネス・エクスプレス（第 676号）（2023年 9月 8日）をご参照 
※3 詳細は、みずほ中国ビジネス・エクスプレス（経済編/第 138号）（2023年 9月 20日）をご参照 
※4 みずほ銀行（中国）の試算では、2022年時点の住宅在庫面積は 2019年比 12％増加 
※5 みずほ銀行（中国）による季節調整済前月比 

図表 5 一人当たり可処分所得 図表 6 固定資産投資 

 

 

（ 注 ）名目値、都市部 

（資料）中国国家統計局、CEIC 

（ 注 ）公表済累計伸び率より単月実績を計算 

（資料）中国国家統計局、CEIC 
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以上 

図表 7 不動産関連指標 図表 8 生産在庫バランス 

  
（ 注 ）みずほ銀行（中国）による季節調整値 

（資料）中国国家統計局、CEIC 

（ 注 ）生産在庫バランスは、生産前年比－在庫前年比 

     にて計算。在庫は PPIにより実質化 

（資料）中国国家統計局、CEIC 

図表 9 輸出入（米ドル建）  

 

 

（ 注 ）みずほ銀行（中国）による季節調整値 

（資料）中国海関総署、CEIC 
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1. はじめに 

中国は今日世界最大規模の製造業を有

しているが、経済の構造転換や国際競争

の激化に伴い、製造大国から製造強国へ

の転換を目指し、研究開発の強化とイノ

ベーション促進を進める中で、近年では

特に製造業を主体に質の高い発展が強調

され、様々な政策が公布・実施されてきた

（図表 1）。 

 これらの政策はいずれも量的な拡大よ

りも質的な向上を追い求めようとするも

のであり、新時代の中国の成長発展の総

合目標や世界のカーボンニュートラルと

サステナビリティの取り組みにも合致し

ている。2020 年から長く続いた新型コロ

ナウイルスをきっかけとして、中国の製

造業も生産の停止・人員削減・規模縮小及

び地域移転などが行われてきたことか

ら、製造業への救済と振興策が求められ、

経済成長の下支えの面でも製造業への支

援措置が急務となっていた。 

 コロナの影響による経済成長を改めて正常軌道に乗せるために、製造業の主要分野の安定成長を

図るための政策が今年の 9月初旬までに相次いで打ち出された。 

 政策の対象とされる 10大産業（鉄鋼、非鉄金属、石化、化工、建材、機械、自動車、電力設備、

軽工業、電子情報製造業）は中国製造業の 7割以上の売り上げを占めている。 

 供給サイドだけでなく、需要サイドのことも考慮に入れて立案されているのが特徴的である。 

 単純な増産というよりも、中国の標榜する質の高い発展に資する、電子情報通信、ハイエンド産

業機械、新エネルギー自動車、非鉄金属などの分野は成長潜在性を秘めており、今政策によっ

て、内外企業の事業提携の活発化等が拡大する可能性が期待される。 

 

製造業主要分野における 

安定成長対策の展開動向と市場展望 
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No. 時間（年月） 機関名称など 政策名称、政策動向
1 2012年2月 国務院 「品質発展綱要（2011～2020年）」公布

2 2013年月12月 政府関係部門
第一回中国品質賞授賞式が北京で開催、王勇国務委員が出
席、授賞

3 2014年5月 習近平総書記
河南省視察時に「三つの転換」（中国製造から中国創造へ、
中国速度から中国品質へ、中国製品から中国ブランドへ）を

4 2015年5月 国務院 「中国製造2025」公布

5 2015年11月 国務院
「新消費の引率作用を積極的に発揮し、迅速に新供給・新動
力を育成することに関する指導意見」で品質強国戦略を提起

6 2016年3月 全人代 第13次5か年計画で製造強国・品質強国の建設目標を提起
7 2016年4月 国務院弁公庁 「品質発展綱要の貫徹実施2016年行動計画」公布

8 2017年9月 党中央、国務院
「品質向上行動の展開に関する指導意見」公布、同年より5月
10日を「中国ブランド日」に指定

9 2018年2月 国家統計局
「2017年統計公報」において製造業製品品質合格率を「品質
効果改善指標」に組み入れ

10 2019年8月 工信部
「製造業の製品とサービスの品質向上促進に関する実施意
見」公布

11 2020年12月 中央経済工作会議 品質向上行動の深化推進を強調
12 2021年3月 工信部 「工業品質ブランド建設事業の完全遂行に関する通知」公布
13 2021年5月 工信部 「製造業のデジタル化管理実施指南」公布
14 2021年9月 党中央・国務院 [知的財産権強国建設綱要（2021～2035年）」公布
15 2021年10月 党中央・国務院 「国家標準化発展綱要」公布

16 2022年7月
発改委、工信部、科
技部など

「“国家標準化発展綱要”貫徹実施行動計画」公布

17 2022年8月 国務院弁公庁
「国家品質強国建設協調推進指導グループの設立に関する
通知」公布

18 2023年2月 党中央・国務院 「品質強国建設綱要」公布

19 2023年6月
工信部、科技部、財
政部など

「製造業の確実性向上の実施意見」公布

20 2023年8月
工信部、科技部、標
準化管理委など

「新産業標準化引率工程実施方案（2023—2035年）」公布

21 2023年8月 工信部 「製造業技術革新体系建設と応用の実施意見」公布
22 2023年10月 国務院 「特許転化活用特別行動プラン」公布

図表1　ここ10年間における品質強化に関する中国の政策展開動向

資料）中国政府、中国質量発展研究院WEBサイト及び各種報道より作成。注）本表は主要な関連政策をピックアップしており、
すべてを含むものではない。
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今年の上半期の経済統計が発

表された約 1か月後の 8月 21

日から 9 月 6 日にかけて、中

国の工業情報化都(工信部)と

財政部を中心に、鉄鋼、非鉄

金属、石化、化工、建材、機

械、自動車、電力設備、軽工

業、電子情報製造業の 10大産

業の安定成長行動方案が各産

業に分けてそれぞれ公表さ

れ、施行された。 

最初と最後に発表された同

行動方案がそれぞれ鉄鋼産業

と電子情報通信産業であった

だけに、この 2 産業の重要性

が見てとれるが、図表 2 のよ

うに、この 2大産業をはじめ、安定成長行動方案が公布・実施された 10産業はいずれも従来からの主

要製造業で 2020年の製造業総売上高の 74.1％（2013年は同 75.2％）を占めており、効果的な景気対

策と考えられる。換言すればこれら 10 大産業の安定成長が担保できれば製造業全体の安定成長が保

証されると言え、またその政策内容や重点措置については多くの企業にとって関心が高い分野となる

ことから、以下ではこの一連の政策内容を概観し、その主な特徴とポイントを明らかにしたいと思う。 

 

2．10大産業安定化行動方案の 

概要と強調点及び特徴 

10 大産業成長安定化行動方案の

趣旨は文字通り対象10産業の安定

発展を強化することで、中国経済

の安定成長の確保に寄与すること

にある。 

それぞれの産業にそれぞれの計

画案文が策定・公布されているが、

関連事項をまとめて図表 3～図表 5

に作成したので御覧いただきた

い。 

まず、図表 3 から各産業に関す

る重点対策と 2年間（今年と来年）

の成長目標及び今年 7 月現在の成

長実績と昨年の実績を見ることが

できるが、強調される政策は有効

図表2　業種別にみる中国工業主要分野の業務収入比率の変化（2013～2020年）
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1.21%

0.40%

1.17%

0.75%

0.71%

0.63%

1.14%

0.51%

コンピュータ、通信及び及びその他電子設備製造業

自動車製造業

鉄系金属精錬及び圧延加工業

電気機械及び器材製造業

電力、熱力の生産と供給業

化学原料及び化学制品製造業

非金属鉱物製品業

非鉄金属精錬及び圧延加工業

農産品副食品加工業

石油、石炭及びその他燃料加工業

通用設備製造業

金属製品業

専門設備製造業

ゴムとプラスチック製品業

医薬製造業

紡績業

石炭採掘と洗選業

食品製造業

鉄道、船舶、航空宇宙及びその他輸送設備製造業

酒、飲料と精製茶製造業

アパレル服装、服飾業

製紙及び紙製品業

文教、工芸美術、体育及び娯楽用品製造業

タバコ製品業

皮革、毛皮、羽毛及びその製品および制靴業

ガス生産と供給業

木材加工と木、竹、藤、棕櫚、草製品業

計器、メーター製造業

化学繊維製造業

家具製造業

石油・天然ガス採掘業

印刷と記録媒体複製業 全工業売り上げ高に占める割合

2020年

2013年

重点対策 2023年～2024年成長目標 2022年7月現在の実績 2022年の成長実績

電子情報製造

有効需要の
拡大注力、改
造投資の強
化

23～24年の付加価値伸び率は5％前後、規
模以上企業の営業収入24兆元以上。2024年
の5G対応の携帯電話の出荷比率は85％以
上、75インチおよび添え以上のカラーテレビ
の市場シェアは25％以上、太陽電池の生産
量は450GWi以上

・規模以上企業の営業収入は7.98兆元（前
年比-3.8％）。太陽電池の生産量は
276.6GW以上に達した（前年比56％以上
増）。上半期の5G携帯電話の出荷比率は
78.9％。

・22年の規模以上企業の付加価値伸び率
は7.6％、太陽光発電、リチウム電池などを
含む製造業の営業収入は20.3兆元に達し
た。5G携帯電話の出荷比率は78.8％、太陽
電池の生産量は343.4GWに達した。

鉄鋼
技術革新改
造行動の実
施

23年に鉄鋼業界の需給均と業界の固定資産
投資の安定成長を保ち、経済利益は大幅に
改善され、鉄鋼業界の研究開発投資は1.5％
に達するよう努力する。工業付加価値は約
3.5％増加し、2024年には産業発展環境と産
業構造はさらに最適化、ハイエンド、インテリ
ジェント、グリーンレベルが継続的に向上し、
工業付加価値は4％以上増加する。

1～7月の産業付加価値額は前年同期比
6.7％増加

鉄金属精錬・圧延加工業は1.2%成長

非鉄金属
重要資源の
供給確保の
強化

23～24年に10種類の非鉄金属の生産量は
年平均約5％増加し、銅や鉛などの製錬製品
のエネルギー消費原単位は年平均2％以上
減少する。2023年に非鉄金属産業の工業付
加価値を前年比5.5％前後増やし、2024年に
5.5％以上の増加を目指す。

1月から7月までの非鉄金属産業の工業付
加価値は前年同期比5.9%の増加、10種類
の非鉄金属の生産量は前年比7%の増加
となった。

非鉄金属10種の生産量は6,774万トンに達
し、前年比4.3%の増加、非鉄金属産業の工
業付加価値は前年比5.2%の増加

石油化学・化学①
有効投資の
拡大

23-24 年までの産業付加価値の年平均成長
率は約 5%。 24年には石油化学・化学産業の
主要事業収益（石油・ガス採掘を除く）は15兆
元に達し、エチレン生産量は5000万トンを超
え、肥料生産量（純量）は5500万トン程度で
安定する。

今年7月、全国の一定規模以上の企業の
工業付加価値は同期比実質3.7％増加、
前月比では0.7％減少となった。

規模以上企業の石油化学製品の工業付加
価値は1.2%増加

自動車
新エネルギー
車消費の支
援強化

23年の自動車販売台数は前年比約3％増の
約2,700万台、うち新エネルギー車販売台数
は前年比約30％増の約900万台を目指す。
自動車製造業の付加価値は前年比約5％増
加する。 24年の自動車産業の経営は妥当な
範囲にとどまる。

1～7月の自動車販売台数は前年同期比
7.9％増加し、7月は-1.4%の増加。1～7月
の新エネルギー車の販売は前年同期比
32.5%の増加、7月は26%増。1～7月の自動
車製造業の付加価値は前年比12.0%の増
加。

2022年の自動車販売は前年比2.1％、うち
新エネルギー自動車の前年比伸び率は
93.4％、自動車製造業の産業付加価値は前
年比6.3％増

軽工業
重点業界の
安定成長に
注力

23-24年に、軽工業の工業付加価値の平均
成長率は約4%となり、規模以上企業の営業
利益は25兆元を超えるものとする（次の2年
間の複合成長率は約2%を意味する。

1～6月の軽工業付加価値は前年同期比
0.4%増にとどまったが、6月単月では2.3%の
成長。

規模以上企業の軽工業の工業付加価値は
前年比2.4％増加、規模以上の軽工業企業
の実質営業利益24兆元に達成し、前年比
5.4%の上昇

建材
有効投資の
拡大

23‐24年にれぞれ3.5％程度、4％程度の工業
付加価値成長率の達成を目指す。

1～7月の非金属鉱物製品産業の工業付
加価値は同期比-0.1%の増加になり、5月
と7月の前年同期比は－2%を超えた。

非金属鉱物製品産業の付加価値は前年比
-1.5%

機械
需要需要の
拡大持続

23‐24年に営業利益の平均成長率3%以上を
目指し、24年までに実績8.1兆元に達する。

電力設備
重大工事によ
る引率の強化

23‐24年に電力設備産業の本業収益の年平
均成長率9％以上、工業付加価値の年平均
成長率9％程度を目指す。

1～7月の電気設備製造業の工業付加価
値額は同期比15.1%の増加

電気機械器具製造業の付加価値額は前年
比11.9%増加

図表3　　10業界に対する安定成長政策の目標設定と進捗状況

資料）中国政府WEBサイト及び各種公開資料より作成。注）本表は主要な関連政策の骨子をまとめており、すべてを含むものではない。注①は石油化学と化学工業は2産業となる。

業界名称
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需要の拡大をはじめ、技術革新改造行動の実施、重要資源の確保、有効投資の拡大などとなっており、

2 年間の成長目標に関してはかなり具体的に数量化されている。今年 7 月現在と昨年実績と足し合わ

せてみると、相当高い目標設定になっている場合が多いことが分かる。 

図表 4 は 10 業界における安定成長政策の具体的な施策や措置がまとめられている。業界別の重点

対策に加えて、4段階の「施策・措置」がそれぞれ施されているのでご参照願いたい。ここで特に注目

に値するのが、製品品質の強化と新製品の開発及び「一帯一路」などの海外市場や国際協力への重視

などの点である。 

政策の特徴としては、供給・需要両サイドから様々な対応策が提起されていることが挙げられる。

図表 5 のように、特に重点成長分野である電子情報製造、非鉄金属、自動車、機械、電力設備などの

産業分野について供給サイドの取り組みを具体的に指示しただけでなく、需要サイドにおける重点事

業投資や消費と輸出に関する具体的な取り組みについても提示しており、政策の指導性や実効性が強

調されている。また政策の効果を確保するために、主要政府官庁の指導と提携の強化をはじめ、業界

組織の指導強化と企業活動の意識向上も各分野の関連方案で求められる。 

重点取組み 施策・措置１ 施策・措置２ 施策・措置３ 施策・措置4

電子情報製造
電子情報産業を
継続的に改善す
る

有効需要の拡大努力⇒VR（仮想現実）、
オーディオビジュアル産業、高度なコン
ピューティング、北斗アプリケーション、新型
ディスプレイ、スマート太陽光発電を含む6つ
の新成長ポイントの育成推進

投資と変革の取り組み強化⇒集積回路、新型
ディスプレイ、通信機器、インテリジェントハー
ドウェア、リチウムイオン電池などの重点分野
の大規模プロジェクトの建設推進

対外貿易の基礎安定強化⇒「一帯一路」
構想の実施強化、太陽光発電、リチウム電
池、その他の産業の輸出指向の発展の利
点活用、世界的なエネルギー革命のチャン
ス利用

業界の供給レベルの向上⇒集積回路、新型ディ
スプレイ、その他の産業の立地最適化、ハイエン
ド産業の供給レベルの引き上げ

内需拡大と深耕
を連携

技術革新と変革アクションの実施⇒技術設
備のアップグレード、グリーン・低炭素変革、
デジタル変革の推進加速

鋼材需要の拡大注力⇒鉄鋼消費アップグ
レードアクションの実施、

供給能力向上活動の実施⇒ 国内の主要
鉄鉱石プロジェクトの実施加速、同プロジェ
クト稼働による能力拡張で鉱山企業の通
常生産の確保、リサイクル鉄鋼原料と高品
質原料炭資源の輸入拡大の推進

有力企業の育成と鉄鋼産業の集中度向上⇒鉄
鋼会社の合併や再編の実施の奨励、大幅な合
併・再編を完了した鉄鋼会社に対し生産能力の
代替に向けた政策支援の強化

有効需要に対す
る供給体制の適
応性と信頼性の
向上

重要資源の供給保障の強化⇒リチウムとそ
の他の資源産業の発展促進目的の実施計
画の制定、主要材料の研究開発と応用の支
援、 新エネルギー車、次世代情報技術、航
空宇宙、省エネ・炭素削減などの分野の発
展への注力

技術変革への取り組み強化⇒ 企業の省エ
ネ・炭素削減への支援、スマート製造などのプ
ロセス技術設備の改造とアップグレードの推
進

製品消費のアップグレードの誘導⇒ 新エ
ネ車、太陽光発電などの新領域への注
力、統合ダイカスト車体、マグネシウム合
金ホイール、高品質ポリシリコンなどの製
品開発の加速

輸出入貿易の最適化促進⇒アルミニウム素材・
製品、銅素材・製品、マグネシウム製品などの深
加工品の輸出促進、非鉄金属製品輸出の付加価
値向上、一次製品の輸入奨励、銅精鉱、ボーキ
サイト、ニッケル精鉱、リチウム精鉱、コバルト中
間製品などの原材料輸入拡大

需要に対する供
給システムの適
応性を向上させ
る

効果的な投資拡大とハイエンド、グリーン、
スマートな開発推進⇒建設中の 5 つ以上の
主要な石油化学プロジェクトの 2024 年末完
成・稼働推進、省エネ排出削減、脱炭素へ
の変革と古い設備の総合改実施

豊富で高品質な供給⇒航空宇宙、電子情報、
新エネルギー、省エネ・環境保護、水素エネ
ルギー、保健医療などの重点産業チェーンの
需要喚起、触媒、特殊ポリエステル、膜材料
などの特殊化学品、新化学材料、キーモノ
マー原料の産業化支援の強化

外国投資と対外貿易の安定化促進⇒化学
品の取引量が多いターミナルテクノロジー
の推進、主要な外資による石油化学プロ
ジェクトの保護強化、ローテーションの着実
な推進。タイヤ、肥料、その他の産業にお
ける国際的な生産能力協力の実施

要素供給の強化⇒原材料のエネルギー消費を総
エネルギー消費量および原単位に含めない方針
の地道な実施

高品質な供給で
有効需要を創出

新エネルギー車の消費拡大の支援⇒新エネ
ルギー車に対する自動車船舶税や自動車
購入税などの優遇政策の実施、地方向け公
共車両や新エネ車の総合電動化試験区の
設立、電池交換モデルや燃料電池車実証実
験の更なる推進

車両の燃料消費量安定化促進⇒ 各地で新
車購入制限追加措置は認めず、自動車購入
制限実施地域で2022年の自動車購入目標を
ベースに一定台数の自動車購入指標を追加
することを奨励

自動車の輸出促進と品質と効率の向上促
進⇒ 重点国と地域市場への自動車輸出
の安定拡大と「一帯一路」沿線国の市場開
拓強化

古い車の廃車・リニューアル・中古車消費の促進

供給構造の最
適化と産業
チェーンの全体
的な効率の向上
に重点を置く

安定化への重点注力産業⇒家庭用品、プラ
スチック製品、製紙、皮革、電池、食品

新たな成長ポイントの製品開発強化⇒高齢者
向け商品、ベビー向け商品、文化向け商品、
スポーツ・レジャー用品、バイオ製造、惣菜類

潜在的な内需を最大限に刺激する 輸出優位性の安定化促進⇒伝統的な輸出市場
の安定促進、家電製品、皮革、その他の業界の
大手企業の世界進出への支援、新興市場の積極
的開拓、軽工業業界の「一帯一路」地域やRCEP
地域の市場調査の強化、越境ECや海外倉庫など
の新しい貿易フォーマットの開発支援

ハイエンド、イン
テリジェント、グ
リーン建材産業
の融合発展の
加速

効果的な投資拡大⇒業界の変革と高度化
の促進、 DX・GXの推進、セメント、板ガラ
ス、建築用セラミックス、ガラス繊維などの産
業を重点に省エネ・炭素削減技術カタログと
応用ガイドラインの年度ごとの配布

新素材の供給能力の向上⇒ 新型ディスプレ
イ、航空宇宙関連の産業チェーン需要、バイ
オ医学と環境ガバナンスの需要、新エネル
ギー、ワイドバンドギャップ半導体およびその
他の分野の需要発掘.

グリーン建材の推進⇒農村にグリーン建
材をもたらす活動を深め、都市グリーン建
材の普及と活用の拡大促進

国際協力の深化⇒ハイレベルな相互利益とWin-
Winの成果取得重視

高品質な製品供
給による有効需
要の創出

有効需要の継続拡大⇒機械産業の7割以上
の有効需要はインフラ建設業やその他の業
界の新規または更新設備への投資に由来し
ているので大型プロジェクトやエンジニアリン
グプロジェクトの建設加速と有効な投資拡大
への注力重視

製造業のスマート化促進⇒製造設備のアップ
グレードおよびアップグレード需要の全面解
放、産業企業の技術革新とアップグレード指
向の計画実施、企業の技術アップグレードと
アップグレードプロジェクトの実施加速の支援

供給力の総合的向上と 主要産業チェー
ン・サプライチェーンの安定化・円滑化推進
⇒先進的鉄道輸送機器、ロボット、高性能
医療機器、農業機械などの国家製造革新
センターの建設加速、多くの基礎的な共通
技術センターの配置・構築、産業機器のデ
ジタル開発の推進加速など

弱い分野の強化、強い分野の発揮、基盤強化と
新興産業、新たな経済成長点の育成⇒全体計画
の策定、産業別政策の的確な実行、機械、計器、
農業機械設備、基本コンポーネントおよび基本的
な製造工程の強化、有利産業（土木機械、鉄道
輸送機器）のチェーン強化と発展勢いの定着、産
業チェーンの構築・延長と新興産業（ロボット、医
療機器）の継続的育成強化

大型プロジェクト
の引率を強化
し、高品質な供
給を確保し、応
用実験による設
備のイノベー
ション発展を加

主要プロジェクトの引率・波及力強化⇒大型
プロジェクトの主導的役割発揮、プロジェクト
の建設および運営部門に革新的な機器調
達増加への奨励、デモンストレーションと
リーダーシップによる電力機器の革新的な
開発加速

機器の普及と活用の加速⇒第1号機の主要
技術設備の応用推進目録を改訂し、条件に
見合う電力設備の目録編入への支援強化

国際市場の開拓継続⇒企業の国際協力
強化の支援、海外プロジェクト組成コーディ
ネートの推進、海外プロジェクトのブランド
構築、電力機器のグローバル化推進

産業チェーンの競争力向上促進⇒電力機器の強
み保持と弱みの強化の促進、風力発電および原
子力設備産業の質の高い発展関連の行動計画
のを検討・策定、新世代情報技術との融合加速、
5Gの典型的なシナリオ応用の促進、電力機器分
野の「＋インダストリアルインターネット」、電力機
器分野の先進製造クラスターの建設

図表4　　10業界の安定成長政策の具体的な取り組み（施策・措置）

機械

電力設備

業界名称

資料）中国政府WEBサイト及び各種公開資料より作成。注）本表は主要な関連政策をピックアップしており、すべてを含むものではない。注①は石油化学と化学工業は2産業となる。

石油化学・化学①

自動車

鉄鋼

非鉄金属

軽工業

建材
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9月 5日に最後の方案文書として「2023～2024年電子情報製造業の着実な成長に向けた行動方案」 

が発表された後に行われた記者会見で、工業情報化都の代表者（同部操業監視調整局陶清局長）は、

中国の産業経済は現在、疫病収束後の基盤を強化し、活力を育む時期にあると述べた上で、情報技術

分野は、産業経済の発展に基づいてさらなる施策を検討・計画し、産業経済の効果的な質的向上と合

理的な量的成長を促進し、経済運営の全体的改善を促進する強力な支援を提供すると指摘した。また

10 分野の主要産業の安定成長に向けた作業計画の実施を強化し、最近相次いで鉄鋼、非鉄金属、石油

化学、化学、建材、機械、自動車、電力機器、軽工業、電子情報製造など 10の主要産業の成長を安定

化させる計画を公布した。これらの産業は規模が大きく、成長性と関連性が高く、その付加価値の合

計は指定規模以上の産業の約 7割を占めるなどとして、「これらの主要産業を安定させることは、基本

的に産業経済を安定させることになるので、産業の安定成長基盤の整備・強化を図るとともに、高品

質な供給体制の構築、産業の安定化、企業の育成、基準の確立、産業成長の内発力の喚起に努めてい

く」と強調した。 

また次のステップでは、工業情報化部は 10 の主要産業の成長安定化のための作業計画の実施を強

化すると同時に、政策研究準備金の積み立てを継続する。 大手製造企業や中小企業との通常のコミュ

ニケーション・交流メカニズムを改善し、企業のニーズに基づいた政策の正確性と有効性を強化する。

重大事業投資 消　費 輸出入貿易

電子情報製造

大型プロジェクトの構築支援、各種資金や社会資本の動員、有効投
資枠の拡大、集積回路、新型ディスプレイ、通信機器、インテリジェン
トハードウェア、リチウムイオン電池などの主要分野における主要プロ
ジェクトの建設推進

仮想現実、オーディオビジュアル産業、先端コン
ピューティング、バケットアプリケーション、新しい
ディスプレイ、スマート太陽光発電など6 つの新
たな成長ポイント

対外貿易の基礎を安定させ、「一帯一路構
想」の実施促進、太陽光発電、リチウム電
池等の輸出志向型産業の発展を活用する
取り組み、
世界的なエネルギー革命の利点と機会の
活用

鉄鋼

鉄鋼消費改善策の実施と鋼材需要の拡大への
注力

「一帯一路」に沿った国や地域間の産業協
力の強化促進など

非鉄金属

地方政府に対し、主要な非鉄金属投資プロジェクトの建設を加速し、
エネルギー資源、土地、労働力、その他の生産要素を確保し、早期建
設、早期生産、早期成果の達成に努めるよう奨励する。

製品消費アップグレードの誘導強化 非鉄金属製品の輸出付加価値の向上、銅
濃度の向上、鉱石、ボーキサイト、ニッケル
精鉱、リチウム精鉱、コバルト中間精錬精
製製品およびその他の原材料の輸入促進

石油化学・化学

2024年末までに建設中の5つ以上の主要な石油化学プロジェクトの完
成と試運転を促進し、主要な石油化学プロジェクトの実証を加速し、多
くの「石油を減らして化学物質を増やす」プロジェクトの開始を促進し、
物理的資源の形成を加速する。

外国投資と対外貿易を安定させ、外国投資
の主要な石油化学プロジェクトの保障強化

自動車

新エネルギー車の消費拡大支援、既存の新エネ
ルギー車の導入、自動車船舶税、自動車取得税
等、燃料自動車消費の安定化

「一帯一路」沿線諸国と新興市場の開拓強
化

軽工業 「三品」戦略の強力推進※ 伝統的な輸出市場を安定させ、新興市場を
積極的に開拓する。

建材

国家「第14次5カ年計画」の概要における主要なエンジニアリングタス
クの追跡、スケジュール管理、サービス保証を強化し、高世代スクリー
ンディスプレイ基板ガラスなどの主要プロジェクトが予定通りに完了
し、生産に投入されることを促進する。

グリーン建材の推進 国際協力の深化、ハイレベルな相互利益と
Win-Winの成果共有の重視

機械

現代の物流・輸送システムの推進加速、現代のエネルギーシステム
を備えたインテリジェント機器の開発と都市インフラの建設の継続推
進、スマート製造とロボット工学、主要技術機器、新エネルギー車とイ
ンテリジェントコネクテッドカー、農業機械設備、ハイエンド医療機器と
革新的医薬品など建設加速、産業機械、計装、製薬機器、産業用ロ
ボットなどの継続拡大、国家製造業変革・高度化基金、産業機械基
金、中小企業開発基金などの政府投資基金の最大限活用など

産業機械、計装、農業機械・装置、先端医療の
開発機器、インテリジェント検出装置、ロボット、
その他の革新的な製品を促進する必要がある一
連の行動をとり、中央財政基金の指導的役割を
十分に発揮して支援し、科学技術、教育、医療機
関向けの通常調達および大型プロジェクトの建
設革新的なハイエンド計装製品の購入を優先さ
せるなど。

積極的に国際市場を開拓し、 輸出信用保
険を増額し、信用支援、農機具指導、基本
部品等業界の質の高い企業が「グローバル
化」展開を奨励する。

電力設備

風力発電、太陽光発電、水力発電、原子力などのエネルギー分野の
主要な国家プロジェクトの建設に依拠して、建設および運営部門は主
要なブレークスルーに取り組むために電力設備の調達を増やすことを
症例する。

第1号機の主要技術設備の応用推進目録を改訂
し、条件に見合う電力設備の目録編入への支援
強化など

電力設備の海外展開を促進し、 パキスタン
のスタンカラチ原子力発電所など海外既存
プロジェクトの建設を進めるなど。

図表5　　供給・需要両面から見る10業界の安定成長に対する政策方針

供給サイドの取り組み
需要サイドの取り組み政策区分　

資料）図表4に同じ。※「三品戦略」とは、「品種を増やし、品質を高め、ブランドを創り出す」（“增品种、提品质、创品牌”）という製造業の推進戦略を指すもので、「三品」の取り組みは消費財業界の質の高い発展をリードする重要な出発点とされている。

企業が技術変革と生産ラインのアップグレードを加速し、法律や規制に従って後進
的な生産能力を排除し、中高級製品の割合を増やすことを支援する。 ICチップの供
給能力を向上させ、チップ生産企業と利用企業の間のドッキングと取引を積極的に
調整するよう注力する。 デジタル経済の発展ニーズに応じ、集積回路、新型ディス
プレイ、その他の産業配置を最適化し、ハイエンドの供給水準の向上と材料、機
器、部品などのサポート能力強化に努める。
技術と設備のハイエンドへの向上促進と、グリーン・低炭素変革の推進を加速し、
鉄鋼業界のDX]に向けた3年間アクションを実施する。 鉄スクラップ資源の調整・保
障能力を高め、鉄スクラップのリサイクル・加工・流通システムの構築をさらに強化
する。 業界の有力企業に合併・再編を実施し、世界トップクラスの超大鉄鋼企業グ
ループの構築を奨励し、小規模で細分化された状況を変えるため、鉄鋼会社に地
域間、所有権を越えた合併・再編の実施を奨励する。

GXを支援し、スマート変革を促進する。 銅、アルミニウム、ニッケル、リチウム、白
金族金属などの戦略鉱物が不足していることに鑑み、国内の探鉱・開発努力を強
化し、リチウムなどの主要資源の開発と産業開発の総合計画を策定する。 主要分
野の資源産業計画と資源開発プロジェクトリストの策定を奨励し、政策支援と要素
保障を強化し、レアアース、タングステン、その他の鉱物資源の開発と利用規模を
科学的に規制し、国内市場の供給を効果的に確保する。

技術革新を強化し、すべての地方は国家産業政策に準拠しない年間生産能力200
万トン以下の大気圧装置や真空装置などの後進的生産能力の廃止を加速し、触媒
などの特殊化学品を支援し、特殊ポリエステル、膜材料、新化学材料と主要モノ
マー原料の産業化により、バイオ医学材料の革新課題を促進し、ハイエンド製品の
供給能力を強化する。 地域間および所有権を越えた合併と再編を加速し、国際事
業を実施し、多数の世界クラスの総合化学会社と総合エネルギー会社の育成を加
速する。車載用チップ、固体電池、オペレーティングシステム、高精度センサーなどの技術
の研究と普及を支援し、企業が5G情報通信、車両と道路の連携、スマートコックピッ
トなどの新技術の革新的応用を加速するよう導く。

セメント、板ガラス、建築衛生陶器、ガラス繊維およびその他の産業に重点を置き、
グリーンおよび低炭素技術変革の強度を高め、スマート変革を促進する。

企業が技術革新とアップグレードプロジェクトの実施を加速できるよう支援し、中小
企業のDX事業を促進する。 エンジニアリング機械、鉄道輸送機器などの有利な産
業の発展の勢いを強化するための強固なつながりを構築する。

電力設備のスマート改造・更新を推進し、機器のデジタル化の推進を加速し、ス
マート製造のパイロット事業を実施し、デジタルインテリジェンスのレベルを高め、風
力・原子力設備産業の質の高い発展に向けた行動計画を検討・作成する。

主要な軽工業産業のDXを促進し、グリーンで安全な開発を推進する。

業種
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同時に工業情報化部は、5G、インテリジェントコネクテッドカー、新素材などの新興産業の発展を体 

系的に推進し、新分野と新軌道を開拓し、多くの新たな成長エンジンを育成する。人工知能や人型

ロボットなどの未来産業を積極的に展開し、新たな競争上の優位性を生み出すことなども述べられた。 

 

3．10大製造業安定成長促進策の意義と各産業の生産現状概観 

中国で景気対策の重要な一環とし

ての 10 大産業政策※1 が実施された

のは 2008 年の国際金融危機直後の

2009年に遡るが、当時と現在では、

第 2次産業と第 3次産業の GDP 成長

に対する寄与率と寄与度が非常に近

づいた（図表 6。2008年と 2022年の

2 時点とも第 2 次産業の値が少し高

い）点においてよく似ている。国際

金融危機時の状況と違うのは第 2 次

産業がすでに第 3 次産業の寄与水準

を長く下回り続けた状態から 2020

年に同値、2022年に改めて上回るよ

うになったことことである。 

その意味で、今回の製造業主体の 10 大産業安定化行動方案は同じく経済の安定成長に大きな影響

を与える第 2 次産業の重要性に着目した政策であることは確かだが、改めて 2009～2012 年のような

第 2 次産業主体が経済を牽引するようになるとは限らない。というのも経済と産業の発展段階と構造

状況および国内外の環境条件がこの 10数年において大きく変わったからである。 

 以下では主に中国政府が選定した 10大製造業の製品生産量の推移を概観することでそれを明らか

にしたいと思う。 

まず、重工業分野に属する

鉄鋼、非鉄金属、建材などの

生産動向を見てみよう。図表

7 に示されるように、中国の

鉄鋼産業における主製品の

粗鋼の生産量は、2015～16年

と 2021 年の２回の前年比低

下が見られたのに伴って鋼

材と鉄筋の生産量も相応に

上下したが、大きく設備削減

と構造調整が推進される分

                                                   
※1  2009年 1月 14日から 2月 25にかけて、4兆元財政出動などに合わせて、中国政府から鉄鋼、自動車、繊維、設備製造、石油

化学、非鉄金属、軽工業、電子情報、造船、物流といった 10大産業の調整・振興政策が出されたが、物流と造船以外は今回の

10大産業とほぼ重なっていることがわかる。 

図表7　粗鋼・鋼材・鉄筋および非鉄金属（10種類）と電解アルミの生産量推移
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資料）国家統計局公表
データより作成。

図表6　中国のGDP成長に対する産業別寄与率と寄与度の推移（2003～2022年）
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野としては、大きな規模縮小はなく、成長

余力のある産業として認められよう。 

一方、同図表に示す 10種類非鉄金属の

生産量は電解アルミと同様、2019年を除

いてコロナ禍期を含めて順調な規模拡大が

続いていることが読み取れる。これらの産

業はそれ以外の年（コロナ禍の続いた

2020～2022年の 3年間含む）に増加が続

き、2022年に約 10.18億トンに達し、世

界全体の 54％を占めるに至っている。 

図表 8に示すエネルギー産業分野の原炭、

原油、天然ガスの生産は今般の 10大産業に

直接入っていないが、対象に入っている石

化・化学の原料になることから関連する産業

としてその推移をみると、原炭と原油ともそ

れぞれ数年間の減少期が見られた後、再び増

勢に立ち戻ってきた（原油は原炭ほど強い増

勢を見ないのは資源不足による）ほか、天然

ガスの生産量は一貫して継続拡大を保ってい

る（同図表の面グラフ）。 

なお、図表 9 にみる石化産業のエチレン

と化学繊維の生産量は 2017年を除いて顕著

な増勢を保っていることが見て取れるが、

一方の化学工業分野の大半の製品は 2015年

をピークに減産が続いており、近年には伸び悩みの状況となっている。需要の高い合成アンモニアが

2019年から増勢に立ち戻ったが、炭酸ナトリウムが緩やかな増加を保っている状況である（図表 10）。

加えて 10 大産業の一つである建材分野の主製品であるセメントと板ガラスの生産量は異なる推移を

辿っている（図表 11）。つまり、2015 年以降設備削減に伴うセメント生産量が緩やかな減勢に対して

図表9　中国のエチレンと化学繊維の生産量の長期的推移（1990～2002年）
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資料）国家統計局公表
データより作成。

図表10　中国の主要化学製品の生産量推移（2003～2022年）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2
0
0
3
年

2
0
0
4
年

2
0
0
5
年

2
0
0
6
年

2
0
0
7
年

2
0
0
8
年

2
0
0
9
年

2
0
1
0
年

2
0
1
1
年

2
0
1
2
年

2
0
1
3
年

2
0
1
4
年

2
0
1
5
年

2
0
1
6
年

2
0
1
7
年

2
0
1
8
年

2
0
1
9
年

2
0
2
0
年

2
0
2
1
年

2
0
2
2
年

（
万

ト
ン

）

炭酸ナトリウム 合成アンモニア 農用化学肥料 化学農薬原薬 農用化学肥料 化学農薬原薬

資料）図表9を含め国家統計局公表データ
より作成。

図表11　中国の主要建設資材の生産量の推移（2003～2022年）
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図表8　中国の主要燃料製品の生産量推移（2002～2022年）
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板ガラスの生産量ははっきりとし

た増勢を呈しており、両者に明暗が

分かれている。その要因は単純には

言えないが、国内不動産以外の需要

や輸出需要の格差のほか、セメント

生産が近年重要視された省エネ・排

出削減の方針に悖るものであるの

で政策的にも増産制限が強化され

てきた側面も強いと思われる。その

意味では上述で見た多くの重工業分

野の資源・エネルギー、石化・化学工

業の多くの製品も政策指向に左右さ

れる可能性も大きいと思われ、今般の安定成長行動方案の実施によって明確な増加が見られることが期

待できるであろう。また政策はあえて今年と来年の 2年間の短期的なものにしているのは、足元の経済

回復基調を固めておくのを優先しつつ、過剰生産の抑制と省エネ・排出削減という基本政策を堅持して

いくことに変わりがないことを含んでいると考えられる。 

以下ではその他の重要産業分野の発

展状況を述べたい。 

図表 12 はハイエンド機械産業の発

動機（原動機/エンジン）と切削機械（工

作機械の旋盤）の生産量の推移を示し

ているが、発動機は 2017年まで大きな

増勢を続けてきたが、近年はほぼ横ば

いの状況で続き、2022年は大幅な減産

に転じた（2017年と同等）。切削機械は

2013 年をピークに減少に転じたが、

2020年に増加に持ち直し、2021年に顕

著な増産になっている。図表 13に見る

発電ユニットと鉱山設備は需要のサイ

クルが背景にあるため、2018～19年を

谷に、2020年から急速な生産拡大に立

ち戻り、足元の中国電力業界の設備需

要をはっきり示している。 

軽工業も 10 大産業に選定されたの

で人々の生活需要に密接な日常用品や

食料品の生産量（図表 14）を見ると、

ほとんどの製品の生産量が 2014～15

年頃に頭打ちになっており、近年比較

的に増加を保っているのが製紙および 

図表12　中国の鉱山設備と発動機の生産量推移（2003～2022年）
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資料）国家統計局公表データよ
り作成。

図表13　中国の発電設備と鉱山設備の生産量推移（2003～2022年）
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より作成。

図表14　中国の主要な生活用品・食料品生産量の推移（2003～2022年）
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2022年の缶詰生産量数字は取得してい
ないため空白となっている。
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紙板で、需要不足が端的に反映されているとも言えよう。 

最後に、いずれも今般の 10大産業に選ばれ、中国で最も成長しており、世界的にも競争激化となっ

ている電子情報と自動車製造の 2大重要産業の動向を概観しよう。 

 図表 15 のように、これまで旺盛

な需要が続いた携帯電話の生産量

が 2017 年にピークに達し、主要製

品のマイコンと集積回路（IC）の生

産も 2021 年をピークに昨年に減産

に転じた。 

またEVの急速発展による中国の

国際競争力向上が鮮明になってい

る自動車生産台数を見ても（図表

16）、同じく 2017 年にピークに達

してから減少になり、2021 年に増

加に回復したが、今後の輸出拡大等

によってはまだ成長余力があるよ

うにも考えられる。 

またアメリカの輸出規制に制約さ

れた半導体などは近年大きく増産さ

れたように、国際情勢とも関連し合い

ながらも、国内外需要の大きい電子情

報製品については拡大の可能性が高

いであろう。 

冒頭で触れたように、電子情報と自

動車産業は中国製造業の稼ぎ頭（トッ

プ 2大産業として 2013年から 2020年

までの成長度合いも最も大きい）にな

っているだけに両産業に対する期待

感も高く、また産業の裾野が広く、デ

ジタル化のポテンシャルも大きいの

で政策の力点が置かれた分野として今後も重要視されていくであろう。 

 

4．政策の効果・課題及び今後の市場展望（結びに代えて） 

ここまで中国政府による 10 大産業の安定成長行動方案の対象産業における主要工業製品の生産量

の推移動向を概観してきたが、多くの工業製品が生産拡大のピークを過ぎているため、政策による単

純な増産効果はかなり限定的なものになると考えられる。また一部の工業資材やエネルギー関連産業

はもともと設備過剰の分野である場合が多く、政策促進により容易に生産過剰になりやすく、省エネ・

排出削減にも不利になりかねない。 

そのため今般の 10 大産業安定成長行動方案はある程度の効果をもたらすと思われるが、2009 年に

図表15　　携帯電話とマイコン及び集積回路（IC）の生産量推移（2003～2022年）
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資料）国家統計局公表
データより作成。

図表16　中国の自動車生産量の長期的推移（1990～2022年）
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実施された 10大産業調整振興政策ほど大きな効果が期待できないであろう。 

むしろ単純な増産というよりも、中国の標榜する質の高い発展に資する、電子情報通信やハイエン

ド産業機械、新エネルギー自動車、非鉄金属などの分野にとっては、今が成長期であり、成長潜在性

を秘めており、今般の安定成長政策によって、業界の投資マインドを高めた関連企業のビジネスチャ

ンス（内外企業の事業提携の活発化等）が拡大する可能性が考えられる。また引き続き重要視される

鉄鋼、石化・化学工業、建材などの伝統重工業分野におけるカーボンニュートラル事業においても省

エネ・排出削減に関する日中間の協業提携や協力拡大も展望できるであろう。製造業におけるデジタ

ル化（DX）の推進も中国で最も重要視され、相当に進んできておりデジタルイノベーションやグリー

ンイノベーションにからむ中外製造業分野の交流協力も期待され、国際間の ESG 事業の展開にも新た

な領域が創出されるかもしれない。 

むろん、米中間の対立競合の長期化という大きな国際情勢を背景に、中国も諸外国もともに製造業

における比較優位性や国際競争力の保持のために産業チェーン、サプライチェーンの安定化や強靭化

を推進している。2004から 2021年までの中国製造業の世界シェア（図表 17）を見ると、2016年～19

年の足踏みや低成長が見られたが、

2021 年には 30％の高水準に達してい

る。今年の 6月に中国政府（工信部、科

技部、財政部など）は「製造業の確実性

向上の実施意見」（図表 1の No.19）を、

8月には「製造業技術革新体系建設と応

用の実施意見」（（図表 1 の No.21））な

どの重要文書を公布し、製造業の安全

性向上や製造技術の体系化推進に取り

組み、世界製造業における優位性を極

力保持しようとしている。 

最近強調され始めた新型工業化の発

展というのも製造業を軸としたデジタ

ル技術の応用促進による新産業の成長拡大とイノベーション発展による工業技術の国産化・自立化を

指向するものであり、デジタル技術やスマート製造、グリーン発展を重んじた製造業のパターン転換

が強く求められており、それに伴う中外企業間の事業協力と共同発展の分野は、さらに拡がっていく

であろう。  

 

以上 

図表17　世界の製造業に占める中国シェアの推移（2004～2021年）
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1.  

 

 

 

 

 

【 要約 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨今のめまぐるしい経済環境の変化に伴い、企業経営者として業界をリードする立場を守るために

は、幅広い知識や豊富な経験のみならず、高度戦略の意思決定を正確且つ迅速に行うために必要とさ

れる最新の法律動向に対する素早い理解と把握が求められている。 

2023 年 8 月 28 日、中国第 14 期全国人民代表大会常務委員会の第 5 回会議において、『会社法』第

6回改正草案に対する 3次審議を行い、9月 1日に意見募集稿（以下「三審案」と略）を公表し、今年

度 9月 30日までパブリックコメントを募集した。 

I. 三審案改正の背景 

1. 中国経済の急速な発展と経済環境の変化に伴い、現行『会社法』適用において生じて

いる新たな課題 

 

① 国有企業の株式制改革に伴い、国有企業のコーポレートガバナンス、内部監督管理体制、国有資

産監督監理機関の転換などに関し、今後検討すべき多くの問題が提起されている。例えば、中国

共産党第 19期中央委員会第 3回全体会議（2018年 2月 26～28日）で審議・採択された『党・国

家機構改革深化方案』によると、今後国有重点企業は監査役会を設置しなくてよいとされた。し

かし『会社法』では株式有限公司の監査役会設置条項が規定されており、現行の『会社法』と関

連規定の内容を整合させる必要が生じている。 

 

② 証券市場における優先株式、類別株の適用は、『会社法』が定める株式有限公司の株主平等原則へ

の挑戦にとどまらず、会社の支配権をめぐって争うケースも発生し、コーポレートガバナンスに

関する規定に不備が見られるようになった。 

 2023年 8月 28日、全国人民代表大会常務委員会は、『会社法』第 6回改正草案に対する 3次審

議を行い、9月 1日に意見募集稿を公布し、9月 30日までパブリックコメントを募集した。 

 中国経済の急速な発展と経済環境の変化、並びに外商投資法の施行により、現行「会社法」の適

用において新たな課題が生じ、法改正は必要となった 

 三審案の中、出資金の払込期限の制限、株主出資責任の強化、同割合減資の要求、従業員のコー

ポレートガバナンスへの参加の推進、持分譲渡の簡素化など会社経営に影響が大きい内容は多い 

 三審案は最終的な導入はまだ発表されていないが、企業が将来を見据えて経済発展のニーズに適

応し、より良い経営体制を構築できるように、重要な指導的役割を果たすものである。 

 

中国『会社法』三審案の 

改正ポイントと実務対応 
 
浅井・大地外国法共同事業法律事務所 

中国弁護士  熊 琳 (Xiong Lin)  

E-mail: xionglin@aaalawfirm.com 

外国法事務弁護士 汶莉萍(Wen LiPing) 

E-mail: wenliping@aaalawfirm.com  
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③ プライベートエクイティ投資関連では、投資家の特別な権利保護要件に起因する償還請求権等の

紛争処理において、司法機関や仲裁機関は『会社法』の枠組みに基づく、新たな処理ルールの策定

を余儀なくされている。 

 

④ 債券市場においては、社債による資金調達が急速に発展し、企業による資金調達の構造や手法が

加速度的に調整されたことは、中国資本市場の運営効率アップを促すものとなった。しかし、現行

の『会社法』には社債の発行対象や取引条件に多くの制約があり、社債の市場における発展に制限

を課しているため、現行制度の修正・改善が必要となっている。 

 

⑤ 現行『会社法』には支配株主による株主権の濫用に対する有効的な制約や関連規定がないため、中

小株主の権利を擁護する過程で、頼るべき法的根拠がないという状況が起こりかねない。 

 

⑥ 現行の『会社法』では、董事、監査役、高級管理職は会社に対して忠実義務と勤勉義務を負うとさ

れており、職権を利用した賄賂の授受や、不法収入を受け取ること、及び会社の財産を横領するこ

となどの明確な禁止条項が規定されているが、実務上では、数多くの会社において、董事、監査役、

高級管理職を務めていない支配株主が実質支配者として会社の経営管理権限を掌握しており、自

身は会社法の規制や約定を逸脱しているという状況がある。 

 

⑦ 現行『会社法』において株主の出資期限に対する期間設定が長すぎることによって、一部の株主が

十分な出資を行っていないという事態が多発しており、債権者リスクが増し、会社発展の足かせ

となっている。 

 

2. 外商関連法規の改正に伴う『会社法』運用上の問題 

2020年 1月 1日に正式施行された『外商投資法』の規定により、外商投資企業の組織形態、組織編

制及び活動指針は『会社法』、『中華人民共和国パートナーシップ企業法』などの法律規定に準拠する

こととなる。これまでの外資三法であった『外資企業法』、『中外合資経営企業法』、及び『中外合作経

営企業法』は同日に廃止された同時に『外商投資法』施行前に『中外合資企業法』、『外資企業法』、及

び『中外合作経営企業法』に基づいて設立された外商投資企業は、同法施行後も 5 年間は元の組織形

態を維持することができると規定している。但し、5年経過後、『会社法』の関連規定の遵守が必須と

なる一方、2018年 2月に公布された『党および国家機構の深化に関する改革方案』では、国有重点企

業の監査役会の設置は今後不要であると規定されているのに対し、『会社法』は有限責任会社および株

式会社(中国語では「股份有限公司」、以下「株式会社」とする)は監査役会を設置するよう規定してい

る。このため、多くの外商投資企業は国有重点企業と合弁する際に監査役会を設置する必要があるか

どうかについて疑問を呈している。 

 

Ⅱ. 最新の『会社法』改正三審案のポイント 

今年 9月に発表された『会社法』改正三審案の解説によると、現行『会社法』の 13章 218条をベー

スに、新たに 70条が追加・改正され、全条文の約 3分の 1を占め、最終的には 15章 266条となった。
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そのハイライトとなった主な改正内容は以下の 25項目である。 

 

1．企業資本制度の整備 

① 有限責任会社の株主出資金に対する全額支払期限の設定 

三審案の規定によると、有限責任会社の場合、全株主が申込した出資額は株主が会社定款の規定に

従い会社が設立された日から 5 年以内に全額払い込まなければならないとし、強制的に最長的な払込

期間を定めた。ただし、株式会社には出資額の実納期限を設定していない（第 47条）。 

 

② 株主出資形態を増やし、出資不足や虚偽出資に対する株主賠償責任の改善  

三審案第 48条及び第 49条では、株主は金銭、現物、知的財産権及び土地使用権による出資に加え、 

持分株式及び債券など通貨で評価でき、且つ法律に従った譲渡が可能な非金銭的財産も出資に加え

ることができると規定されている。また、株主が定款に規定された出資金の全額を期限通りに支払わ

ず会社に損失を与えた場合、賠償責任を負うとされた。 

同案第 50 条は、有限会社の設立時に、株主が定款に定める出資金の全額を払い込まなかった場合、

または、出資金として使用された金銭以外の財産の実際の評価額が引き受けた出資金の額を著しく下

回った場合、株主はその差額を補足しなければならず、設立時のその他株主は連帯責任を負うと規定

している。 

 

③ 有限責任会社取締役会の資本充実に対する責任強化 

三審案の規定により、董事会が株主の出資を確認し、株主が定款に定める出資金の全額を期限まで

に払い込んでいないと認めるときは、当該株主に対し書面により督促し、出資金の払込みを求めなけ

ればならないとされた。取締役会が前項の規定を履行せず会社に損失を与えた場合、責任を負う取締

役は賠償責任を負う。(第 51条） 

 

④ 取締役会に株式発行権を与える授権資本制度の確立 

新たに追加された第 152 条の規定によると、会社定款または株主会により、董事会に対し 3 年以内

に発行済株式の 50％を超えない範囲で株式の発行を決定する権限を与えることができるとした。ただ

し、現金以外の支払方法による株式の支払いについては、株主会の決議によるものとする。 

 

⑤ 権利喪失制度の催告が加わり、株主の出資責任を強化 

株主の「権利喪失制度」では、当該会社の董事会が株主に対して発行する書面による出資催告書に

定められた猶予期間（60日以上）を満了しても株主が出資金の払い込む義務を履行しない場合、会社

は当該株主に対し未払い出資金の持分を喪失させるための権利喪失通知書を発行することができると

された。株主が持分を喪失した場合、当該持分は譲渡されるか、または株主の属する会社が登録資本

金を減少させ、当該持分を抹消しなければならない。また 6 カ月以内に譲渡または抹消されなかった

場合、会社の他の株主は、その出資額に応じた相応の出資を全額払い込むことになる。（第 52条） 
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⑥ 株主の満期債務返済を強化 

会社が満期債務を返済できない場合、債権者は、引受の出資金額を払い込む期限に達していない株

主に対し、出資を早期に払い込むよう要求する権利を有するとした。（第 53、57条） 

 

⑦ 会社による登録資本金の不平等比例減資を禁止 

新たに加えられた条項では、会社が登録資本を減らすことについて規定しており、株主の出資比率

または持分比率に応じて、出資額または株式数を減資しなければならず、もし規則に違反して減資す

ることは損失をもたらした場合、責任を負う取締役または監査役および上級管理職は賠償責任を負わ

なければならないとしている。(第 224、226条) 

 

2. 会社の組織と経営構造の改善 

① 取締役会と株主会の権限配分の最適化 

三審案では、有限責任会社は定款の定めに従い、取締役会の中に取締役で構成される監査委員会を

設置し、同法に規定する監査役会の権限及び機能を行使することができ、監査役会又は監査役を設置

しなくてもよい、と規定されている (第 69条）。また、小規模の有限責任会社は、監査役会を設置し

なくても、1名または 2名の監査役を設置することができると規定されている (第 83 条）。このよう

に、監査役会または監査役は、もはや有限責任会社に必要な組織機構ではないことが見て取れる。 加

えて、株主会は取締役の解任を決議することができ、解任は決議が行われた日に効力を生じる。取締

役が正当な理由なく任期満了前に解任された場合、その取締役は会社に対して賠償請求することがで

きる (第 71条）。 

この改正は、株主至上主義の価値を具現化しているといえる。  

 

② 経営者の責任強化と取締役の清算義務を明確にする 

三審案は会社の清算義務者が取締役であることを明確に確立し、規定通りに清算義務を適時に履行

せず会社に損失を与えた場合、取締役は賠償責任を負わなければならないとした。(第 232条) 

 

(ア)  会社の社会的責任の充実、法律遵守・誠実義務の強化     

三審案では、会社が規律・法律を遵守するほか、公序良俗・商業道徳を遵守し、誠実信義に従い、

社会監督を受けるほか、会社が社会公益活動に参加すべきことや、社会的責任を負うべきであるとい

う内容を追加した。（第 19条、第 20条） 

 

(イ) 支配株主および実質支配者の責任の強化 

支配株主または実質支配者が会社の職務を担当していないにもかかわらず、関連取引などの方法で

会社の利益を侵害することを防ぐため、三審案では会社の取締役を担当せずに実際に会社業務を実行

する場合、会社に対して忠実義務と勤勉義務を負うという規定を定めた。 (第 180条) 
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(ウ) 従業員のコーポレートガバナンスへの参加の推進、と従業員の合法的権益の維持 

三審案は従業員に対する権益の維持を強化し、有限責任会社の取締役会のメンバーが三名以上の場

合、その中に従業員代表を設置することができると規定し、従業員 300 人以上の場合、監査役会を設

立し、その中に従業員代表を設置するほか、取締役会のメンバーの中にも従業員代表を設置しいなけ

ればならないと規定した。（第 68条） 

 

3. 上場会社の監督管理の強化 

① 監督管理機関に独立取締役の管理弁法制定の権限の付与 

上場会社組織機構の特別規定が強化され、国務院証券監督管理機構に上場会社独立取締役の管理弁

法の制定権を付与した。(第 136条) 

 

② 監査委員会の機能と権限を追加、監査役会・監査役の設置が必須ではなくなる 

株式会社は、会社の定款に従って取締役会に取締役からなる監査委員会を設置することができ、本

法で定められた監査役会の職権を行使するとし、監査役会や監査役を設けなくてもよいとされた。(第

121条) 

 

③ 情報開示の強化と上場会社株式の違法な代行保有の禁止 

実質支配者が不当な関連取引を実施して会社と債権者の利益を損ない、証券取引規範を破ることを

回避するため、上場会社は法に基づいて株主及び実質支配者の情報を開示し、違法に上場会社の株式

を代行保有することを禁止するための規定を追加した。 (第 140条) 

 

④ 子会社による株式持ち合いの禁止                                            

コーポレートガバナンスを保護し、上場会社の経営陣による持合い株式の利用が株主を凌駕し、絶

対的支配につながることを制限するため、上場会社及びその支配子会社は、当該上場会社の株式を取

得してはならないという規定が追加された。(第 141条） 

 

⑤ 株式会社の株式種類の設定 

同じ株式が異なる権利を持つ資本構造（例：特別議決権株式、譲渡制限株式など）を確立すること

により、二階建ての持株構造に対する制度的保証が提供された 。（第 144条、第 145条） 

 

4. 株主の権利保護の整備 

① 株式会社株主の情報知る権利の制限条件の緩和 

有限責任会社の株主は会計帳簿及び証憑を参照することができ（第 56 条）、未公開発行株を 180 日

以上保有するまたは単独で 3%以上の株式会社の株を保有する株主は会計帳簿、会計証憑を閲覧するこ

とができる。（第 110条） 
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② 会社の持分譲渡制限の簡素化と新たな項目の追加 

（ア）有限責任会社の株主持分譲渡等の変更情報を公示しなければならない。（第 40条） 

（イ）有限責任会社の持分譲渡の制限を緩和した。有限責任会社による持分の対外譲渡について、他

の株主の同意を要しない旨の規定を追加した。(第 84条） 

（ウ）有限責任会社株主は、その持分を譲渡した場合、書面により会社に通知しなければならない。

（第 86条） 

（エ） 株式会社は定款に従い、譲渡に会社の同意が必要な譲渡制限株式を設定することができる。（第

144、145、157条） 

（オ）有限責任会社の支配株主が株主の権利を濫用し、会社や他の株主の利益を著しく害した場合、

他の株主は会社に対し合理的な価格で持分の買取を請求する権利を有することが追加された。 

     同時に、三審案では、株式会社の異議株主の買取請求権についても追加された。（第 89、161条） 

（カ）株式会社が譲渡した株式に質権を設定する権利について追加した。 

   質権者が譲渡制限期間内に質権を設定した場合、譲渡制限期間中、質権者は質権を行使できな

いと規定された。 (第 160条）  

（キ）株式会社及びその子会社は、寄附、融資、保証等により他人が自己の会社の株式を取得するこ

とを経済的に援助することを禁止した（第 163条） 

（ク）株式会社の発起人に対する１年以内の株式売却禁止規定を撤廃した。（第 160条） 

 

5. 会社債券発行に関する規定の健全化 

①  会社債券審査担当部門の再編 

国家発展改革委員会の会社債券審査職責を中国証券監督管理委員会に移管し、国務院授権部門にて

公募発行会社債券の登録に関する規制が撤廃された。（第 195条） 

 

② 会社債券の発行方法の明確化 

会社債券は公開または非公開どちらでも発行できると規定した。（第 194条） 

 

③ 債券の控えの保存方式を変更し、現行の控え薄を会社債券保有者名簿に変更。（第 198条） 

 

④ 転換会社債券発行可能な会社の範囲の拡大 

転換会社債券（会社債券が株に転換する）を発行できる上場企業は、すべての株式会社に拡大され

た。（第 202条） 

 

⑤ 債券保有者会議規則と効力の規定が加えられ、債券受托管理者に関する規定が増加。

(第 204、205条) 

 

6. 法的責任に関する規定の整備 
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登録資本を水増し、虚偽の資料を提出して重要な事実を隠して会社の登録を取得した主管または責

任者に罰金を科し、情状が重大な場合、営業許可証を取り消す。また、会計法違反、資産評価などの

違法行為に対して行政処罰を実施する。 (第 250条、253条、256条) 

 

Ⅲ. 企業の対応について 

今回は、経済における法制度の最も重要な構成要素である会社法が改正され、企業の合法的権益を

規制・保護し、経済発展を促進する上で極めて大きな意義を持つといえる。最終的な導入はまだ発表

されていないが、企業が将来を見据えて経済発展のニーズに適応し、新たなビジネスモデルを創出し、

より良い経営体制を構築できるように、重要な指導的役割を果たすものである。 

 

1． コンプライアンス管理を強化し、コーポレートガバナンスを積極的に実施 

コーポレートガバナンスは会社法改正の重要な目標の一つである。コーポレートガバナンスは、そ

の良し悪しにより企業の経営利益と社会的信頼度に直接影響を及ぼす。そのため、企業が会社法の各

種規定と要求を厳格に遵守し、コンプライアンス管理の強化、法に基づく内部監督管理体制の健全化、

及び実行可能なリスク管理規則の制定により、内部の腐敗・違法行為の発生を減らし、企業の透明性

と管理レベルを高めることが求められている。 

 

2． 会社の資本制度を整備 

会社法の要求に従った規則制度を通じて、会社の経営管理層の職責を確実なものにし、株主会または

取締役会の会社登録資本に対する各審査職能と実施手順の明確にし、マネーロンダリング防止の関連

要求に厳格に従うことや、出資、減資、株式発行、株式譲渡などに関する会社の責任管理を徹底する。 

 

3． 企業の社会的責任を強化 

企業が負う社会的責任を強化し、社会福祉活動に取り組むことも、企業のコンプライアンスやコン

プライアンス体制構築の重要な審査条件の一つであるとした。今回の三審案では、事業活動を行う企

業は、法令を遵守することはもとより、従業員や消費者などの利害関係者の利益、生態環境保護など

の社会の公益を十分考慮し、社会的責任を負わなければならないと規定している。 

 

4.  株主の権利と利益の保護 

投資家とは、資本市場の重要な一部であるだけでなく、経済発展の重要な力でもある。情報開示制

度の改善により、情報の透明性を高め、不祥事や投資家の損失を減らすことが期待される。 

 

5.  外商投資との連携強化 

外商投資は中国の経済発展において重要な役割を担うものとなっている。企業による知的財産権保

護を積極的に強化し、外資を積極的に誘致することにより、国際化に向けて企業の発展を推し進める

べきである。 

以上 
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浅井・大地外国法共同事業法律事務所 

 

北京市大地律師事務所は、日本の法律規定に則り、日本弁護士連合会の審査承認を得て、2019年 6

月、東京に「浅井・大地外国法共同事業法律事務所」（東京事務所）を設立、日本の著名弁護士、中

国弁護士及び日本国外国法事務弁護士が在籍しております。 

当所は中国の各事務所と連携しながら、大地律師事務所の窓口として日本企業本社、中国子会社、

日本進出の中国企業に向けて、日本及び中国におけるリーガルサービスを提供しています。更に、

日本企業と中国企業間の技術譲渡、貿易、M＆A仲介サービスも提供しており、日本での不動産売買

に関心を持つ中国企業や個人への仲介サービスなど、幅広いサービスを提供しています。 

 

 

中国弁護士  法学博士  熊琳 /北京市大地法律事務所シニアパートナー、東京事務所パートナー 

中国政法大学民法・商法法学博士学位取得、青山学院大学国際経済法法学修士学位取得 

北京市弁護士協会不正競争防止・反独占委員会委員、北京市弁護士協会特別委員会委員、 

北京市労働・社会保障法学会会員、青島市弁護士協会破産清算委員会会員、青島市弁護士協会金融委員会

会員 

主 な 業 務 分 野 : 企業再編・持分譲渡・清算撤退・M&A、日本への投資、中国への投資、国際貿易、労務

人事訴訟仲裁等 

著 書 ・ 編 集 ：「中国の M&A [その理論と実務]（共著） 

日本評論社「日中経済訴訟名案法律評価」 

一般財団法人日中経済協会「中国ビジネス環境改善への提言書」

編纂メンバー  

中国日本商会「2021年版中国経済と日本企業白書」編纂メンバー 

「日中経協ジャーナル」不定期寄稿 

時事通信社「中国ビジネス法務」定期寄稿。 

使 用 言 語 ： 中国語・日本語・英語 

 

中国弁護士・日本国外国法事務弁護士 汶 莉萍 / 東京事務所パートナー 

日本国一橋大學大学院 国际企業戦略研究科 経営法務（MBL）修士学位取得 

中国政法大学国際関係学院経済法修士課程完成。 

主 な 業 務 分 野 :中国語及び日本語を使用し、世界トップ 500の日本及び中国の金融機関で長年にわたり金

融及び企業法務業務を行った。M&A、事業再編、クロスボーダー投資、労務、知的財産保

護、技術譲渡、リスク管理、マネロン、国際貿易等。  

その他保有資格: 1 一種証券外務員資格  （日本証券業協会所属） 

２ 内部管理責任者資格  （日本証券業協会所属） 

３ AML／CFTオフィサー（アンチマネロン・オフィサー）資格 
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【 要約 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前回の記事では、アフターコロナ時代における中国国有企業との付き合い方のケーススタディとし

て、合弁期限の終了が迫る中、投資初期の額よりも純資産が減少している合弁企業の継続に関する事

例を紹介した。 

今回は、利益を持続的に上げる合弁企業がなぜその合弁を解消するのか、その背後にある事情や理

由について詳しく分析する。新型コロナの影響を受け、中国の国有企業との関係は以前よりも複雑な

ものとなっている。これらの企業とどのように関わり、どのようなビジネス戦略を採用すべきかにつ

いてのヒントや考察を深めていきたいと考えている。 

前回の記事で、中国の兵法書「孫子」から「彼を知り己を知れば百戦危うからず」という言葉を取

り上げた。今回は、同じ「孫子」からもう一つの古言、「勢者、因利而制権也」を紹介する。これは、

「勢とは利によって権を制する」と解釈される。この『勢い』とは、巧みな策略や駆け引きを駆使し

て得られるものであり、有利な状況を洞察し、機を見て柔軟に行動することから生じる。ビジネスの

世界でも、成功するためには、時としてその『勢い』が求められることがある。だが、この勢いは単

なる偶然から生まれるものではない。孫子は、それが日常の学びや観察の結果として生じると説いて

いる。 

ここで具体的な事例を紹介することで、中国国有企業の特徴についてより深く理解していただける

と考えている。 

 

【 事例１ 】 

2004年、今から19年前のことである。日本のＡ社は中国の広大な市場に可能性を感じ、グローバル

展開を目指して、中国の国有企業であるＢ社とともに、上海に工作機械製造の合弁企業Ｃ社を設立し

た。資本比率は、Ａ社が51％、Ｂ社が49％で、総投資額は人民元５億元である。この合弁は20年の期

限が設けられ、2024年にその期間が満了する。Ａ社は、日本独自のノウハウをＣ社に取り入れるため、

アフターコロナにおける 

中国国有企業との付き合い方③ 

 

 

太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社 

パートナー 公認会計士・税理士 王 欣 

E-mail: xin.wang@jp.gt.com 

T E L : 070-2459-0723 

 今回は、利益を持続的に上げる合弁企業の合弁解消の事例を挙げながら、その解消の背景、持

分譲渡時の条件交渉の戦略などについて詳しく分析する。 

 合弁相手の間で持分譲渡の意向が一致する場合には、交渉につき、最も争点となるのが企業価

値の評価である。 

 中国の国有企業の経営者は、何よりも「国有資産流出」のリスクを避けたいため、企業価値を

保守的に評価する傾向があるが、交渉の余地は存在する。 

 合弁相手が国有企業である場合、異なる文化やビジネス環境がもたらす違いを深く理解し、有

利な状況を見極め、互いの立場を尊重し、それぞれのニーズを理解し合う姿勢が、交渉を成功

に導く鍵である。 
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専門の人材を配置している。初めは主要なクライアントが日本企業であったが、次第に安定した品質

が評価され、中国企業からの取引も増加している。その結果、C社の業績は上昇傾向にあり、定期的な

配当によりＡ社は投資額を回収した。しかしながら、米中の貿易摩擦や情報のセキュリティ、政治的

背景を考慮すると、Ａ社は製造拠点を日本へと再移転し、C社の持分売却を検討しており、中国からの

撤退を希望している。一方で、Ｂ社は合弁もしく企業の存続を継続していくことを望んでいる。 

上記の事例を考察すると、Ａ社とＢ社はＣ社において良好なパートナーシップを築いているものの、

Ａ社は事業からの撤退を望む一方で、Ｂ社はそれを望んでいない。ビジネスの世界においては、感情

よりも利益がされる優先ため、方針が定まった後には、両社ともに互いに最大の利益を追求する交渉

が始まることとなる。 

まず、Ａ社がＣ社の持分をどの相手に売却するかという問題が浮上している。中国の合弁企業の契

約では、多くの場合、合弁相手に対する優先購入権が設定されている。つまり、Ｂ社は、Ａ社が所有

するＣ社の持分を他の第三者よりも優先に購入する権利を持っているのである。 

中国の合弁会社における優先購入権について解説すると、優先購入権とは、ある取引において、特

定の資産（この場合は合弁会社の持分）が第三者に売却される際、その売却を行う意向が発生した時

点で、特定の者（合弁相手）にその資産を一定の条件で先に購入する機会を与える権利である。中国

の合弁企業の契約にこの優先購入権が盛り込まれることは一般的である。この権利は、合弁相手が意

に沿わない第三者が合弁会社の株式を取得するのを防ぐ目的や、合弁関係の安定性、ビジネスの継続

性を確保する目的で設けられることが多い。具体的な手続きとしては、例えばＡ社がＣ社の持分を第

三者に売却する際、まずＢ社にその意向と条件を通知する義務がある。そして、Ｂ社は、通知された

条件での購入を選択できる権利を持っている。この権利をＢ社が行使しない場合、Ａ社は第三者に持

分を売却することができる。ただし、売却条件はＢ社に提示した条件と比較して有利になってはなら

ないという制約もある。この優先購入権は、合弁関係の安定や企業のビジネスインタレストを守るた

めの仕組みとして、多くの合弁契約に取り入れられている。 

Ａ社はＢ社との良好なパートナーシップを築いており、中国からの撤退を検討しているものの、中

国市場自体を放棄する意向はない。一方、Ｂ社は業績の良いＣ社を継続して保有したいと思っている。

未知の第三者の参入は望んでおらず、Ａ社からの持分を購入し、C社を100%子会社として保有する意向

である。 

Ａ社は自らが所有しているＣ社の持分をＢ社への売却することを希望しており、Ｂ社もそれを購入

する意向を示している。この二社間での意向の一致を背景に、これから最大の争点となるのは持分売

却（購入）価格の決定である。持分売却（購入）価格は、企業価値から有利子負債（デッド）を差し

引いた金額で算出される。 

有利子負債（デッド）は、企業が負担する負債の中で、利息の支払い義務が発生するものを指す。

これには、銀行からの借入金や発行した社債、リース契約に基づく債務などが含まれる。有利子負債

は、企業のキャッシュフローに影響を及ぼすため、企業の財務健全性を評価する上で重要な指標とな

る。 

企業価値（エンタープライズバリュー）の評価においては、この有利子負債を考慮に入れる必要が

ある。具体的には、企業価値から有利子負債を差し引いたものが、株主資本の価値、すなわちエクイ

ティバリューとなる。したがって、持分売却（購入）価格を決定する際には、企業価値から有利子負

債を差し引いたエクイティバリューが基準として用いられることが一般的である。 

通常、有利子負債は大きな争点にはならないが、企業価値の評価は手法によって結果が大きく異な
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るため、持分譲渡の場において最大の争点となるのが企業価値の評価である。 

 

Ａ社とＢ社の企業価値の評価に関する基本的な考え方は以下の通りである。 

会社 企業価値評価の基本姿勢 企業価値評価の基本手法 

Ａ社（日本上場企業、民間企業） 評価は市場水準 ＤＣＦ法（※１） 

Ｂ社（中国国有企業） 保守的な評価 時価純資産法（※２） 

 

（※１）DCF法（ディスカウント・キャッシュフロー法）は、将来予測されるキャッシュフローを現在価値に割り

引いて企業価値を算出する手法である。この手法では、まず適切な予測期間（多くは 5 年から 10 年）を

設定し、その期間内での企業のフリーキャッシュフロー（FCF）を予測する。FCFは、企業の収益から運転

資本の変動や設備投資などを差し引いた後の自由に使える現金流量である。次に、予測されたキャッシュ

フローを現在価値に割り引くための割引率（一般には WACC：加重平均資本コスト）を設定する。その後、

予測されたフリーキャッシュフローと、予測期間を超えた将来の価値（ターミナルバリュー）を現在価値

に割り引き、それらの合計から企業総価値を算出する。最終的に、この企業総価値から負債を差し引いた

ものが株主価値（エクイティバリュー）となる。DCF 法は未来予測に基づくため、予測の正確性や割引率

の選択が価値評価に大きく影響する点に留意が必要である。 

（※２）時価純資産法（マーケット・アプローチ）は、企業の資産と負債を市場価値で評価し、その差額である時

価純資産に基づき企業価値を算出する手法である。この方法では、企業のバランスシート上の各資産、負

債項目を現在の市場価値に調整する。例えば、不動産や機械設備などの固定資産は時価で評価され、負債

も市場利率に基づいて再評価される。結果として得られる時価純資産は市場での再現コストに相当し、こ

れが企業の価値とみなされる。この手法は、資産の市場価値に基づくため、再現価値や清算価値の観点か

らの評価に適しているが、将来の収益性や成長性を反映することには限界がある。 

 

中国の国有企業が時価純資産法にこだわる理由は、以前の記事でも触れた通りである。中国の国有

企業の経営者たちは、キャリア進展を考慮する上で、何よりも「国有資産流出」のリスクを避けたい

と考えている。国有資産流出とは、国が所有する資産が不適切な管理により、赤字などの原因で流出

する事態を指す。このような事態は、経営者にとって致命的な過ちとなり得るため、彼らのキャリア

に大きな悪影響を及ぼすことがある。このリスクを避けるための意識や対策は、国有企業の経営活動

において強く持たれている。特に、将来回収不能な投資を行うと、その責任追及期間が終身にわたる

ため、経営者は企業価値を保守的に評価せざるを得ない状況にある。 

上述の企業価値評価の基本姿勢や手法は一見全く異なるものの、互いに相手の考えを受け入れるこ

とは非常に困難に思えるが、十分な交渉の余地は存在すると考えられる。 

我々は、Ｂ社に対して、時価純資産法が現在の資産価値のみを評価する点に対し、ＤＣＦ法は企業

の成長潜力や将来の利益を価値評価に織り込むことが可能である。さらに、ＤＣＦ法では異なる戦略

的シナリオを評価に組み込むことができ、市場の変動や戦略の変更に柔軟に対応することが可能であ

る。この点を踏まえ、ＤＣＦ法が国際的な企業価値評価のスタンダードとして広範な認知を有してい

る点を説明した。 
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Ｂ社は、Ｃ社の将来を購入するという観点から、今回の企業価値評価にＤＣＦ法が妥当であると理

解していた。しかし、ＤＣＦ法の採用に同意しながらも、Ｂ社から別の条件が提示された。それは、

「評価調整メカニズム（Valuation Adjustment Mechanism、VAM）」の適用であった。 

評価調整メカニズム（Valuation Adjustment Mechanism, ＶＡＭ）は、企業の合併や買収（Ｍ＆Ａ）、

あるいは投資契約において使用される条項であり、将来の特定の財務目標や業績目標が達成されなか

った場合に評価額を調整するための仕組みである。このメカニズムは、投資家が投資先企業に提供し

た資金について、事前に定められた業績目標を達成できなかった際に、投資価値の調整や追加株式の

取得、投資返済の請求などの権利を行使できるものである。このように、ＶＡＭは投資家が将来の不

確実性に対する保護を得ることを可能にする。 

簡潔なイメージとしては、企業価値を100と算定し、将来5年間の利益総額を50と見積もる場合を想

定する。5年後に実際の利益総額が30にとどまったとすると、予測された利益50に対する実現利益30の

差額20に基づき、計算された企業価値の未達成分40％に相当する40（（20/50）×100）を買い手へ返金

する必要が生じる。 

Ｂ社は、ＤＣＦ法を採用していることから、Ａ社はＣ社の将来事業計画の達成に自信があるはずで

あり、そのため評価調整メカニズムの受け入れは当然だと主張している。我々はＡ社と共に対策案を

練った。評価調整メカニズムを受け入れることにしたが、その適用期間（通常3～5年）にＢ社に経営

を委ねた場合、利益が目標に達しないと責任の所在が曖昧になる恐れがある。そのため、評価調整メ

カニズムを受け入れつつ、同期間中もＡ社が経営の主導権を握ることとした。ただし、評価調整メカ

ニズムの適用期間が始まるまでにＡ社はＣ社の株主ではなくなるため、無償で経営を行うことはでき

ない。したがって、別途経営指導料や技術指導料を請求する提案を行った。Ｂ社はこの妥協案に一定

のメリットを認めている。Ｃ社の経営を突然引き継ぐと、企業価値が損なわれる可能性があるため、

ある一定期間を設け、徐々に経営に参画する方が、企業価値が保全されると判断したのである。 

最終的に、双方が相手の立場と利益を深く理解し、尊重することにより、Ｂ社はＣ社を100％子会社

化することで合意し、ＤＣＦ法による企業価値評価を受け入れた。ただし、評価調整メカニズムを文

書に追加し、その適用期間中はＡ社が経営の主導権を保ち、別途経営指導料や技術指導料を受け取る

という内容で決着が図られた。 

上記の事例からわかるように、合弁解消に際しての戦略立案や条件交渉においては、一律の答えは

存在しない。特に、合弁相手が国有企業である場合、異なる文化やビジネス環境がもたらす違いを深

く理解し、有利な状況を見極めることが重要である。柔軟な対応と機を見る洞察力は、非常に大きな

価値を持つ。互いの立場を尊重し、それぞれのニーズを理解し合う姿勢が、交渉を成功に導く鍵であ

ることを、この事例は明確に示している。 

次回の記事は、本シリーズの最終回として、土地や建物を現物出資として提供しながらも経営に参

画しない国有企業との合弁ケースを詳細に紹介する予定である。これまでにない厳しい戦いを取り上

げるので、ご期待いただきたい。 

 

以上 
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太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社 

 

太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社は、成長への潜在的な能力の扉を開くビジネス

パートナーです。私たちは、これまで積み重ねてきた経験から、どのような企業にも必ず成長へ

の潜在能力が秘められていることを知っています。そして私たちが、その潜在能力の扉を開くビ

ジネスパートナーとして、企業の成長を支援しています。太陽グラントソントン・アドバイザー

ズ株式会社は、太陽グラントソントングループの一員として 2008 年に誕生し、企業が直面する課

題にグループのリソースを活用しワンストップでサービスを提供しています。 

 

 

太陽グラントソントン・アドバイザーズ株式会社 中国デスク パートナー 王 欣 

 

2004年 10月来日。日本国公認会計士・日本国税理士。2009年から 2018

年まで中堅監査法人にて上場会社および IPO準備会社の監査業務に従

事。2018 年から 2021 年まで大手監査法人にてクローズポーター案件

の財務 DDに従事。2022年 7 月より現職。 
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23 年 9 月号(2023/9/11) 
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nomics/monthly/pdf/R512-0168-XF-0105.pdf  
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